
令和６年度は 固定資産税の「評価替え」の年です 
 固定資産税は、目的税である都市計画税と合わせ、身近な市のサービスや事業を支える貴重な財源とな 

っています。その固定資産税は、土地や家屋、償却資産の評価額から算出しますが、土地と家屋の評価額

は３年ごとに見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。 

 前回の評価替えは令和３年度に行いましたが、今回はそれ以降の３年間の資産価値の変動に対応し、適 

正な価格に見直すために行います。 

 

 

  

家屋の評価は再建築価格（今、同じ建物を建てたら、建築費はいくらになるか）で行います。家屋の評価額は増改築

や取壊しがない限り、令和６年度から３年間は据置かれます。 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

土地の評価は、「固定資産評価基準」に基づき、地目別に令和５年 

１月１日時点での適正な時価を算定します。宅地については、令和５ 

年７月１日までの半年間に地価が下落した地域は、その下落状況を反 

映しています。 

【令和６年度 縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧のご案内】 

 縦覧帳簿の縦覧期間は４月１日から４月３０日（土・日曜、祝日を除く）の８：３０～１７：１５です。 

課税台帳の閲覧は４月１日から可能です。 

 

 

 

家屋 
 

1 

再建築価格 
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決めます 
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家屋の経過 

年数を反映 

させます 

決めます 

３ 

税額を計算 

します 

令和６年度の再建築価格は令和３基準年度のもの

に「建築物価の変動割合」を乗じて算出します。 

「建築物価の変動割合」とは、令和３基準年度と令和

６年度の建築物価の変動を比べた指数です。今回は

建築物価が令和３年度よりも上昇していたため、木造

家屋１１１％、非木造家屋１０７％となっています。 

家屋は古くなるため、その経過年数を評価額に反映さ

せます。それが「経年減点補正率」で評価替のたびに数

値は低くなります。ただし、家屋が存在する限りは使用

価値があるため、最低の数値（０．２０）になった後は据

置かれ評価額も０円になりません。最低の数値になるま

での期間は、一般的な木造の住宅で約２５年、鉄骨造の

住宅で約４０年です。 
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家屋の評価額 

(課税標準額) 

１、２で算出された評価額が前年度の価額を超える場

合には、決定価額は引き上げられることなく、原則とし

て、前年度の価額に据置かれます。この評価額に税率

を乗じて税額を計算します。 
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固定資産税 

1.4％ 

都市計画税 

0.2％ 

土地 
 

●この内容についてのお問い合わせ・ご意見は  資産税課 土地係 📞３５４－８１３４ FAX３５４－８３０９  

家屋係 📞３５４－８１３５ FAX３５４－８３０９  

✉shisanzei@city.yokkaichi.mie.jp 

宅地の評価は、地価公示価格等

の７割を目途に均衡化・適正化

を図っています。 
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